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            9 月定例会では、議会の対応力も問われることに…。

さいたま市議会の 9 月定例会は、9 月 12 日から 10 月 23 日までの

会期 42 日間で開会となります。

前号のこのレポートでお知らせした、さいたま市の南部都市・公園管

理事務所における市職員による不正事案について、過日、所管するまち

づくり委員会において、執行部の調査委員会からの中間報告を受けると

ともに、9 月定例会冒頭の本会議で地方自治法第 98 条に基づく調査権

をまちづくり委員会に付与して、徹底的に調査することになりました。

今回のまちづくり委員会への報告では、事の発端となった平成 24 年

3 月 27 日に契約締結した修繕業務に加え、新たに同様の不適切な事務

処理がなされた修繕業務が 17 件発見され、合計 19 件となったことが

明らかにされました。※裏面関連記事参照

いずれの案件も平成 23 年度末の予算執行がなされていることになっ

てるため、9 月定例会で予定されている平成 23 年度決算審査までに、

執行部においての調査も議会においての委員会調査も一定の結論を出

すことで、収めることになりそうですが、個人的には不正事案の背景も

含めた徹底的な究明をしなければならないと考えています。

私 くまがい裕人 も今年度は決算・行政評価特別委員会委員を務めて

おりますので、平成 23 年度決算議案の審査を通じて、件の事案も含め

て、しっかりとチェックして行きたいと考えています。

ぜひ今後の経過にも、引き続きご注目ください。   くまがい裕人

                  

         

                  どんなことでも

                                    どうぞ気軽に    

声を掛けてください。                       
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― 議会活動報告 ―

定例市議会報告活動

お早う 7 時、熊谷裕人です！

毎月第２週と第４週の平日の

朝７時から、曜日と場所を定例化

して くまがい裕人 さいたま市議

会議員が、街頭での市議会報告活

動を行っています。

皆様のご意見やご要望などをぜ

ひ直接お聞かせください。

月：大宮駅東口 トトちゃん広場

火：大宮駅西口 アルシェ角

水：新都心駅東口（大宮公園駅）

木：大宮駅東口 市民ロータリー

金：大宮駅西口 デッキ上の南口

※雨天中止。議会日程等で、スライド変更

になる場合もあり。ご了承を。

くまがい裕人事務所
民主党さいたま市議団大宮区事務所

さいたま市議会議員

くまがい裕人
議会／保健福祉委員会委員長、議

会運営委員会委員、大都市行財政

制度特別委員会委員、決算・行政

評価特別委員会委員

市 ／都市計画審議会委員、社会

福祉審議会委員、防災士・防災コー

ディネーター    

産業道路と旧 16 号の「堀の内交差点」の角に在る

大きなガラス窓の事務所が、くまがい事務所です。

相談事、聞きたい事、ちょっと話がしたい、雨宿り

などなど、何でも気軽にお立ち寄りください。
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〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 2-69-10

Phone 048-640-5977 / Fax 048-640-5966

E-mail ： office@kumachan55.jp

facebook を利用した議会状況の発信も始めています。相互での情報

発信が可能ですので、【熊谷裕人】で検索の上、友達リクエストを！
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≪９月の定例駅頭活動・市議会報告活動週間の予定≫

① ９月 ３日（月）から ７日（金）第２週の平日の朝 7 時から 8 時半まで

② ９月 18 日（火）から 24 日（月）第４週の平日の朝 7 時から 8 時半まで

   ※天候や議会の都合により、中止や時間短縮、振替開催となる日も有ります。予めご了承ください。

引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

≪トピックスⅠ≫ 市職員の不適正な事務処理及び不適正な対応について

過日 8 月 31 日に開会された まちづくり委員会での執行部からの中間報告の概要は、以下の通り。

１．調査委員会の調査経過

・8 月 9 日「南部都市・公園管理事務所監理課発注の修繕業務に関する調査委員会」を設置。10 日に調査

資料収集開始し、13 日記者発表。15 日に第 1 回調査委員会を開会し、17 日から調査資料の確認開始。

21 日の第 2 回調査委員会で関係者からの聞き取り調査を開始し、以降 27 日の第 7 回調査委員会まで連

日調査委員会を開会し、31 日に市議会まちづくり委員会で中間報告。

２．平成 24 年 3 月 27 日に契約締結した修繕業務（19 件）について

・3 月 27 日の入札・見積もり合わせ行う際には既に履行困難になっていたにもかかわらず契約を締結し、

3 月 30 日の契約履行期限までに修繕工事が完了せず、また事業繰り越しの手続きを行わずに事業を継続

・3 月 30 日の履行期間に修繕工事が完了したかを確認せず、未完であったものを完了したとして請負代金

を支払った

・履行期間に修繕工事が完了しておらず、完了を確認する検査も行われていない

・さいたま市契約規則及び施設修繕契約事務取扱要綱などの規定に合わない手続きで事務処理された

・さいたま市施設修繕請負契約基準約款などの規定に合わない手続きで事務処理された

３．今後の予定

・今回の修繕業務 19 件について確認未了になっている事項の精査を実施し、さらに調査対象を平成 24 年

3 月発注の 68 件の修繕業務にも拡げて引き続き調査する

４．行政情報開示請求における不適正な対応について

（１）別所沼公園人工芝部改修修繕

・行政情報開示請求を受けて開示した書類の内、開示請求後に作成していた書面は次の通りと確認。

施設修繕請負変更契約書、修繕記録及び施行行程表、施設修繕完成通知書など、他 2 件

（２）調公園複合遊具修繕

・行政情報開示請求を受けて開示した書類の内、開示請求後に作成していた書面は次の通りと確認。

工事延期申請書、施設修繕請負変更契約書、施設修繕完了報告書、予定価格書

※まちづくり委員会に提出された報告資料より一部抜粋

※9 月定例会では地方自治法 98 条第 1 項事務検査を行うため、別途資料請求がなされています。

≪トピックスⅢ≫ ９月定例会タウンミーティング／市政に関する意見交換会

９月定例会のタウンミーティング／市政に関する意見交換会は、下記の通りに開催いたします。

どなたでも自由に参加できますので、お気軽にお越し下さい。

○ 日 時 ： ９月８日（土）14 時から 16 時まで

○ 場 所 ： 市民会館おおみや ３F 第 1 集会室 ※参加費無料

≪タウンミーティングの出前も承ります≫

定例会毎に開催しているタウンミーティングを皆さんのご家庭や職場まで出前します。

ご自宅でのお茶飲み会やＰＴＡの集まり、老人クラブの集まり、職場の同僚の飲み会などなど、少人数で

ＯＫですので、くまがい裕人 と膝を交えて、市政に関する意見交換をしてみませんか？

くまがい裕人事務所までご連絡いただければ、日時を調整の上、何処にでも伺いますので、どうぞ気軽に

お声掛けください。              くまがい裕人事務所 ☎ ０４８－６４０－５９７７


